
周南公立大学令和 6年度教職員用ノートPCリース 仕様書 

 

１ 納入物品 

ノートパソコン等 一式（想定台数：75台） 

 

２ 納入品 

  （1）ノートパソコン   

  （2）その他の納入物  マウス 

 

３ 納入場所 

 公立大学法人周南公立大学（山口県周南市学園台 843-4-2） 

     

４ 納入期限 

令和 6年 8月 30 日（金） 

 

5 履行期間 

  令和 6年 9月 1日から令和 11 年 8月 31日 

 

6 仕様 

  （1）ノートパソコン仕様  以下の項目を満たすものであること。 

項 目 仕   様 

本体仕様 ノート型 

OS Windows11 Pro 

CPU Intel COREi5 以上 

メモリ ８GB 以上 

ストレージ SSD 256GB 以上 

ディスプレイサイズ 13～14 インチ 

有線 LAN 10/100/1000BASE-T 

無線 LAN Wi-Fi 6、6E対応相当 

マイク・スピーカー あり 

内蔵カメラ あり 

セキュリティー・チップ（TPM） 2.0 準拠 

USBポート 2 個 以 上 （ う ち 1 ポ ー ト は Type-C  

(Thunderbolt™4 対応）とする） 

HDMIポート 1 個以上 

その他 国際エネルギースタープログラム適合認定 



（2）マウス仕様  以下の項目を満たすものであること。 

項 目 仕   様 

コネクタ形状 USB（A）オス 

対応OS Windows 11 

接続方法 有線 

ボタン数 3 ボタン（ホイールボタン含む） 

分解能 1000 カウント 

読み取り方式 光学センサー方式 

電源 USB バスパワー 

 

7 作業内容 

（1）前項に定める要件を満たしたノートパソコン等を調達すること。 

（2）調達した全てのパソコンのハードウェア IDを調査し、該当シリアルナンバーと 

帳合した納品機器リストを、Excel 形式で提出すること。 

必須情報 ： し番号（例：SHU24－001～－0XX）、シリアルナンバー、ハードウェ

ア ID 

（3）各端末の梱包箱及び本体に、納品機器リストの「 し番号」をテプラ等で大きく標

示して納品すること。 

   

8 保守内容 

 （1）保守期間は令和 6年 9 月 1 日～令和 11 年 8 月 31 日（5 年間）、形態はセンドバッ

クとする。 

（2）ハードウェア障害に対する保守の問合せ窓口を本体にテプラ等で標示し、平日 10時

頃～16時までは、本学からのメール ・電話等による問合せを受けるようにすること。 

（3）保守品質を維持するため導入機器のメーカー（系列会社含む）による保守を行う 

こと。販売店等による自営保守は認めないものとする。 

 （4）故障した場合の部品代・交換手数料等、及び修理のための搬入・搬出費等も全て 

受注者の負担で行うものとする。 

  （5）納入後、本学において機器等の動作確認を実施した際、初期不良と思われる障害等 

が発生した場合には、無条件に受注者の責任と負担により、速やかに正常な機器と交 

換すること。 

 

9 その他納入条件 

 （1）本件対応のために生じる経費、人件費、作業部品等は全て受注者の負担とする。 

 （2）メーカー品及び新品を納入すること。 

  （3）作業開始前に、作業内容及び作業計画等について本学の承認を得ること。確認事項

が生じた場合は、その都度本学に対応を確認すること。 



（4）納入については、本学担当部署・担当者の指示のもと、原則として平日９時 00 分か

ら 17時 00 分に行うこと。なお、土日及び祝祭日に作業を行う必要が生じる場合には、

事前に本学と協議し、作業日を決定すること。 

（5）現地作業を円滑に進めるため、本学との問い合わせ窓口を設け、機器等設置作業を

支援すること。 

（6）物品の搬入・据付に当たり、建物施設、設備等に損害を与えないよう必要な措置を

講ずること。なお、損害を与えた場合は原状復旧を行うこと。 

（7）機器等を既存システムに接続したことにより、既存システム側に障害が発生した場

合は、本学及び既存機器納入業者と協議し、受注者の責任と負担により対処すること。 

（8）本事業に関連して廃棄物が発生する場合、廃棄物の属性を考慮し、法令に則り 

適切に処分を行うこと。 

 

 10 その他 

  （1）この入札に係る契約は契約事務取扱規程第 28条に基づく長期継続契約であるため、

この契約を締結した年度の翌年度以降の履行期間において、各年度における長期継続

契約の予算の範囲内で契約を継続するものである。 

 （2）リース期間終了後、物件を無償譲渡すること。 


